
 

 
平成２２年度事業報告 

 

 

 本年度は、「マンション管理適正化法施行規則の一部を改正する省令」の施行を踏まえ会員の法令

遵守徹底を最重要課題とし、新モニタリング制度の本格化実施に加えてフォローアップ制度を新た

に発足させた。また中期事業計画の締めくくりの年であり、住生活総合サービス業の浸透に向けマ

ンション共用部分の地域開放に関する会員アンケート及びヒアリング調査を実施、その基礎資料を

取りまとめるとともに、マンション住民高齢化対応の一助として「第三者管理方式の検討に関する

要望」を取りまとめ国土交通省への意見具申を行った。 

このほか業務品質の確保向上面では、新たに「マンション管理初任者研修（体験型）」を開始した。

また、平成２３年度からの三ヶ年の新中期事業計画を策定した。 

なお、平成２３年３月１１日の東日本大震災発生に伴い東北支部に災害対策本部を立上げ、東北

地区の被災状況調査の準備を進めると共に震災への対応を実施した。  

 事業目的に沿った実施事業の詳細は以下の通りである。 

  

 

Ⅰ 法令遵守の徹底 

 

１．改正省令の周知徹底 

  

・改正省令に対応した改訂版マンション管理適正化法実務Ｑ＆Ａを平成２２年４月に発行、 

研修会・例会等で継続的な周知を行った。（法制委員会） 

 

 ２．新モニタリング制度の推進 

 

  ① 新モニタリング制度の推進 

 

   ・全会員に対しマンション管理適正化法及びコンプライアンス体制整備に関する書面調査を

実施した。また、５８社に対して立入調査を実施し、指導等を行った。（コンプライアン

ス指導委員会、各支部） 

 

   ・「新モニタリング実施ガイドライン」のフォローアップを実施した。（コンプライアンス

指導委員会） 

 

  ② フォローアップ制度の創設 

    立入調査結果をＡ～Ｄの４段階に評価し会員に通知、Ｃ及びＤ評価の会員には是正報告書

の提出を義務付け、Ｄ評価の会員には再立入調査を実施することとしたフォローアップ制度

を創設した。 



 

    本制度に基づき、平成１９年度～２１年度立入調査済みの２０８社に評価書を送付し、 

Ｃ及びＤ評価の会員に是正報告書の提出を求め、また、再立入調査を実施した。 

（コンプライアンス指導委員会） 

 

  ③ 保証制度の充実 

 

   ・平成２２年度保証委託契約更新のための調査・審査を実施した。（保証機構執行委員会） 

（審査状況） 

通常受諾         ３４６社 

担保提供による受諾      ４社 

受諾拒否           ５社 

    （保証状況／平成２３年３月３１日現在） 

      管理組合数     ８０，２３５ 組合 

      管理戸数   ４，９７８，９５９ 戸 

      保証基金       １，２２６ 百万円 

      保証受諾額    １２０，７９５ 百万円 

      保証倍率        ９８．５ 倍 

 

   ・保証機構運営の公平性、安定性の確保を目的として、保証機構細則等に関し以下の変更を

実施した。（保証機構執行委員会） 

     [保証機構細則関係] 

      第 ５条（管理業務支援制度）  支援制度の記載内容を現状に即して変更 

      第 10 条（出資金）       算定基準を[管理戸数]から[保証委託金額]に変更 

      第 11 条（運営費）       算定基準を[管理戸数]から[管理組合数]に変更 

      第 13 条（保証委託契約の締結） 契約先一覧記載事項から[理事長名]を削除 

      第 25 条（特別分担金）     規定を削除（※平成２３年１０月１日施行） 

      その他規定内容明確化、用語修正等の所要の変更 

[保証機構業務取扱規則] 

      上記保証機構細則変更内容に沿い変更 

[約款関係] 

      上記保証機構細則変更内容に沿い変更 

 

  ④ 新モニタリング制度及びフォローアップ制度と連携し、マンション管理適正化法の遵守 

及びコンプライアンス体制整備の対応に向けた研修会等を開催した。 

（コンプライアンス指導委員会、試験研修委員会、各支部） 

 

 

 

 



 

 ３．地方整備局等との意見交換 

 

   ・地方整備局並びに国土交通省不動産業課担当官との法令遵守に関する意見交換会を昨年度

に引き続き実施した。九州、関西、中部、東北、中国四国各支部に加えて北海道支部での北

海道開発局との意見交換会も開始され、全支部での実施となった。 

  

４．綱紀委員会による会員行動綱領の遵守の徹底 

 

        ・会員行動綱領に抵触した会員に対し、調査、処分の審議を厳正に実施するとともに、 

会員行動綱領抵触事案に関する会員の報告義務の明文化した会員綱紀細則の改正を行い、 

同綱領遵守の徹底を図った。（厳重注意処分８件、指示処分７件）（綱紀委員会） 

 

 ５．入会審査に当たってのコンプライアンス体制の厳格なチェックの実施 

 

・厳正な新規入会等審査を実施した。 

    （会員） 

     新規入会３社、資格承継４社、退会９社、期末会員数４０８社。 

    （賛助会員） 

     新規入会なし、期末会員数２社。 

    （保証機構会員） 

     新規入会６社、資格承継４社、退会会員７社、期末会員数３５７社。 

 

 

Ⅱ 今後加速化される「二つの老い」（住民の高齢化、建物の経年劣化）への対応 

 

１．マンション住民の高齢化への対応 

  

①高齢化の進行等を踏まえ、管理会社が管理者となる場合の「第三者管理者方式の検討に 

関する要望」を平成２３年３月、法制委員会において取りまとめ理事会に報告、国土交通

省に対する具申を行った。（法制委員会） 

 

②「マンション共用部の地域への開放」「高齢者対応」「マンション建替えへの取組み」に 

関するアンケート、ヒアリング調査を実施、平成２３年３月、取りまとめを終え業務上 

の参考資料、関係機関への働きかけをする際の基礎資料として会員配布した。（業務･ 

税制委員会） 

  

２．建物の資産価値維持・向上のための適切な長期修繕計画の作成促進と良質な維持管理、修繕

事例等の普及活用 

 



 

①診断・コンサルティング受託実績は、受託件数２４件（１，５９０戸）。（マンション 

保全診断センター執行委員会） 

 

     ②国土交通省の長期修繕計画作成ガイドラインに準拠した「長期修繕計画作成の手引き」を 

7 月に発行し、「標準長期修繕計画指導・コンサル制度研修」を開催し、東京で１８２名、 

大阪で１３３名が受講した。（マンション保全診断センター執行委員会） 

 

    ③名古屋（６月・６５名）、高松（７月・３５名）と広島（９月・４２名）で開催された支 

部会員フロント向け「長期修繕計画作成・大規模修繕工事」研修に講師を派遣した。 

（マンション保全診断センター執行委員会） 

 

 

Ⅲ 地域共生への取組み 

 

        ①管理組合役員を対象としたマンション管理セミナーについては、広島市主催のマンション 

管理セミナーへ「長期修繕計画作成と大規模修繕」をテーマに講師を派遣した。（マン 

ョン保全診断センター執行委員会） 

 

 ②平成２２年度災害時連絡訓練を８月３０日に実施し、会員４１１社の安否連絡では３５６社 

（８７％）の回答があり、事務局（本部・支部職員）の安否連絡は全員連絡がとれた。 

なお、平成２２年度の「協会認定応急危険度判定士」は３０５名、「被災状況調査者」は 

３９４名である。 

（危機管理委員会） 

 

 ③「地域コミュニティ」をテーマとした行政、地域、マンション管理組合、管理会社、協会  

  の連携によるセミナーを横浜市で開催することとし、平成２３年春の実施に向けた準備を 

行った。（業務･税制委員会） 

 

④「マンション共用部の地域への開放」「高齢者対応」「マンション建替えへの取組み」に関 

 するアンケート、ヒアリング調査を実施、平成２３年３月、取りまとめを終え業務上の参 

 考資料、関係機関への働きかけをする際の基礎資料として会員配布した。（業務･税制委員 

会） 

 

 

Ⅳ 管理業務品質の維持向上 

 

 １．各種資格を含めた専門性の高い人材の育成と確保 

 

   



 

 ① マンション管理初任者研修（体験型）（教育研修委員会） 

     東京及び大阪で各４回体験型研修を実施。参加者５８名 

   ② マンション管理適正化法による指定法人研修（教育研修委員会、各支部） 

平成２２年６月～７月にマンション管理アドバンス研修を実施。参加者７０６名。  

平成２２年８月～１０月に指定法人研修を実施。参加者４７６名。 

 

③ マンション管理実務通信講座（教育研修委員会） 

平成２２年度のマンション管理実務通信講座を実施。 

入門編１０３名、スキルアップ編９９名の受講。 

    

④ マンション維持修繕技術専門課程研修 

     （マンション維持修繕技術者資格認定事業委員会、各支部） 

平成２２年１０月～１１月にマンション維持修繕技術専門課程研修を実施。 

参加者２８５名。 

 

⑤ 出前講座（教育研修委員会） 

３件（マンション管理適正化法関係）の出前講座を実施。 

 

⑥ マンション維持修繕技術者フォロ－アップ研修 

  （マンション維持修繕技術者資格認定事業委員会、関西支部） 

平成２２年７月東京及び大阪でマンション維持修繕技術者フォロ－アップ研修を実施。参

加者１９３名。 

 

⑦ マンション維持修繕技術者試験・登録更新 

  （マンション維持修繕技術者資格認定事業委員会、各支部） 

・マンション維持修繕技術者試験 

試験日：平成２３年２月６日 

試験地：全国７都市（協会本部・支部所在地） 

申込者数等：申込者数１，１０９名、受験者数９６９名 

合格者数：２０９人（２１．５７％） 

・登録更新 

更新対象者：１２９名 

更新者：９０名 

登録更新率：６９．７７％ 

 

⑧ 高齢者雇用開発事業への講師派遣等（教育研修委員会、関西、東北支部） 

  ・自治体主催のマンション管理員養成講座に講師を派遣し就職支援等の協力を実施。 

東京都（３回実施）、大阪府（３回実施）、埼玉県（２回実施）、千葉県（４回実施）、

宮城県（３回実施）。 



 

⑨ 区分所有管理士試験・登録更新 

・区分所有管理士試験（区分所有管理士委員会、各支部） 

試験日：平成２３年３月９日 

試験地：全国７都市（協会本部・支部所在地） 

申込者数等：申込者数３５２名、受験者数３３４名 

合格者数：１７３名（合格率５１．８％） 

・登録更新 

更新対象者：４１９名 

更新者：３４６名 

登録更新率：８２．５８％ 

 

⑩ 標準長期修繕計画指導・コンサル制度研修（教育研修委員会、関西支部） 

平成２２年７月に東京及び大阪で標準長期修繕計画指導・コンサル制度研修を実施。 

参加者３１５名。 

 

⑪ 管理業務主任者試験、管理業務主任者資格登録に係る登録実務講習及び管理業務 

主任者証に係る講習 

・管理業務主任者試験 

試験日：平成２２年１２月５日 

試験地：全国８地域１７会場 

申込者数等：申込者数２４，１２９名、受験者数２０，６２０名 

合格者数：４，１３５名（合格率２０．１％） 

 

・管理業務主任者資格登録に係る登録実務講習 

講習実施期間等：平成２３年３月１日～平成２３年５月２２日 

         全国８都市で１８コ－ス（１コ－ス２日間）開催 

修了予定者数：２，６１９名 

 

・管理業務主任者証の交付に係る講習 

講習実施期間等：平成２２年４月５日～平成２３年３月１６日 

         全国７都市で２６コ－ス開催 

修了者数：２，２３１名 

 

 

⑫ 教育委員会員会社及び協会で実施している研修内容を元に、協会として新たに企画検討

を要すると考えられる研修に関して学識者・専門家の意見を聴取し取りまとめた。（教育

研修委員会） 

 

 



 

   ⑬ 区分所有管理士の大規模物件の統括責任者としての活用に向けた工程表を策定、大規模 

物件の特性を抽出するための現場実査を行い、中間取りまとめを平成２３年４月理事会 

に報告することとした。（区分所有管理士活用方策としての制度検討委員会） 

 

 ２．管理組合と会員の信頼関係強化のための施策の展開 

    

   ・本部及び支部において、６，３７０件の相談対応を行った。（苦情解決委員会） 

 

・会員の営む業務に関する管理組合等からの苦情解決申し出案件を審議し、２件について 

会員及び管理組合に通知を行った。（苦情解決委員会） 

 

・会員の苦情解決のため、平成２１年度苦情解決事例集を発行した。（苦情解決委員会） 

 

３．その他業務品質の維持向上のための施策 

 

  ①修繕積立金の所得税額控除、マンション共用部分に係る固定資産税等の減免に加え、新たに

マンションに係る固定資産税評価額の見直し措置についての要望を行うとともに、マンショ

ン共用部分の外部開放に関する税制上の問題点についての検討を進めた。 

（業務・税制委員会） 

 

  ②地上デジタル放送移行に伴う総務省、デジサポの施策を適時に会員周知、また総務省主催

会議で業界の立場から意見具申した。（業務・税制委員会） 

 

  ③会員の業務上の研鑽に資するため、「平成２２年マンション管理受託動向調査」を実施し、

報告書としてとりまとめた。（業務・税制委員会） 

 

   ④大規模修繕工事に係る完成保証制度、瑕疵保険制度の創設に向けた検討を行った。 
（マンション保全診断センター執行委員会、保証機構執行委員会） 
 

 

Ⅴ 環境への対応（CO２削減への呼び掛け） 

 

 ・「長期修繕計画作成の手引き」の発行にあたり省エネルギーおよびバリアフリー対策項目を 

拡充した。（マンション保全診断センター執行委員会） 

 

 

 

 

 



 

Ⅵ その他 

 

  ①マンション管理適正化法の見直し 

適正化法公布１０年を踏まえ、管理組合によるマンションの適正な管理及びマンション管理 

業務遂行上見直すべき事項について平成２３年３月、法制委員会において取りまとめ理事会 

に報告、国土交通省に対する具申を行った。（法制委員会） 

 

  ②マンション管理業の社会的認知度の維持・向上 

   管理組合向けの「マンション暮らしのフォーシーズン」及びマンションの住民向けの「マン

ション暮らしのガイド」の定期発行のほか、理事会開催日に記者懇談会（全６回。報道関係

者延べ１００名超の出席）を実施した。また、より多くのマンション住民と管理業界との距

離を縮める目的で平成２３年度以降「マンション暮らしのフォーシーズン」を協会ホームペ

ージへの掲載に切替えることとした。（広報委員会） 

 

  ③公益法人認定に関する検討 

   特例民法法人による認定・認可の申請・答申は多少増えてきているものの、不動産関連団体

の事例は限られており、外部講習会への参加等を通じて引き続き情報収集に努めた。 

 

  ④海外のマンション管理事情の調査・研究の推進 

   平成２２年１０月に米国における大規模物件での管理業務レベル・体制・コストの調査や 

コンドミニアム管理組合理事会運営のサポート体制の状況視察のため第３１回海外高層住宅 

管理事情視察団を組成し派遣。３２名が参加した。 

以上 


